
第２回 FCC サロン 

日時：平成 15 年８月１日 

場所：ドーンセンター 

テーマ：これからの川づくり 

講師：淀川水系流域委員会委員 立命館大学理工学部土木工学科 江頭進治先生 

コーディネーター：京都大学大学院農学研究科 森林科学専攻 里深好文 

 

１． はじめに 

 

平成９年に河川法が改正され，我が国の「川づくり」はまさに大転換期を迎えようとして

います。そこで，淀川水系流域委員会の委員である江頭先生を講師に迎えて，「これからの川

づくり」についてお話しいただきました。 

 

２． 河川法の歴史 

 

明治 29 年に制定された我が国の

近代河川法は，その後，昭和 39 年

と平成 9年に改正されています。江

戸時代以前は領地の生産力向上を

目的として領主が河川の管理をし

てきましたが，明治維新以後，近代

化が進むにつれ多くの水害が発生

したことを受けて，河川法が制定さ

れました。したがって，当初の河川

管理の目的は「治水」でありました。 

昭和 39 年には高度成長に伴う水

需要の増大を背景として，水系一貫

の管理のもとで治水とともに水資

源開発を行えるよう河川法の改正

が行われました。すなわち，「治水」と「利水」が河川管理の目的になりました。 

その後，社会が発展するに連れ，河川環境（水質や生態系）の悪化が大きな社会問題とな

り，河川管理の上でも環境の保全が重要な課題となりました。そこで，平成 9 年に河川法の

改正が行われ，「治水」と「利水」に加えて「環境」が河川管理の新たなキーワードとなった

のです。また，地域の意見が反映されるような河川整備の計画制度が導入されました。 

 

３． 新しい河川整備の計画制度 

 

平成 9 年以前は工事実施基本計画に基づいて河川工事がなされていましたが，河川法改正

に伴い，基本方針と整備計画とに分離され，整備計画案の決定以前に専門家や地域住民の意

見を聞くことになりました。基本方針とは，どの程度の降雨に対して流域の安全性を確保で

きるようにするかを決めたもので，この方針に基づき 20 年～30 年後の河川整備の目標と具

体的な整備内容とを明示するのが河川整備計画です。この計画を策定するに当たり，学識経

験者や住民の意見を反映させるために流域委員会が設けられることになりました。淀川流域

では様々な分野から選出された 51 名の委員による淀川水系流域委員会が平成 13 年 2 月に設

置され，高い頻度で委員会が開催されています。また，通常，行政サイドから提示された河

川整備計画の原案に対して流域委員会が意見を述べ，この意見を反映させた形で河川整備計

画案が作成されることになっているのに対し，淀川流域では原案の作成以前に「河川整備計

画のあり方に関する提言」が流域委員会によって取りまとめられています。 



 

４． 淀川流域委員会からの提言の内容 

 

４．１ 河川整備の現状と課題 

これまでの河川整備は社会・経済活動に大きく貢献してきましたが，その反面，生物の生

息環境や水質は著しく悪化しました。近年の気候条件の変化に伴い，渇水は頻発化する傾向

にあり，また，集中豪雨（局所的な激しい降雨）が発生しやすくなっているともいわれてい

ます。このような状況の変化を踏まえた河川管理が必要です。 

 

４．２ 新たな河川整備の理念 

河川法改正の究極の目標は河川生態系の保全と回復です。健全な生態系なくして人類の未

来はなく，「これ以上生物種を減少させない」「生態系の機能をこれ以上低下させない」との

固い決意のもとで，「自然は自然にしか創れない」「川が川を創る」という自然の摂理を原理・

原則として，生態系の保全と回復を優先的に検討して河川整備を行います。治水においては

超過洪水・自然環境を考慮し，壊滅的な被害を避けながら，自然環境への影響を極力回避す

るような河川整備を行います。 

利水面では，従来のような水需要予測の拡大に応じて水資源開発を行うという水供給管理

を改め，水需要が一定の枠内でバランスされるように水需要を管理・抑制する水需要管理へ

と転換します。 

 

４．３ 新たな河川計画のあり方 

計画策定のプロセスにおいては，最終案だけでなく複数の代替案についての評価結果を示

します。このとき，事業をしないことも含めた代替案を考え，費用対効果分析の評価をしま

す。また，費用（コスト）の中には環境資源や生態系資源の価値も含めます。 

河川環境計画策定に際しては，川や湖の自然のダイナミズムを許容し，局所的な「多自然

型川づくり」から脱却して川のシステム全体の回復を図ります。 

治水計画においては，超過洪水を考慮し，スーパー堤防やハイブリッド堤防を設けるとと

もに，ハザードマップや避難システムといったソフト対策も活用します。また，自然環境を

考慮して，低水路の蛇行により瀬や淵を復元させるとともに，ダムからの排砂やダムの運用

方法の見直しにより，流れと流砂の連続性を確保します。 

ダムは河川の生態系と生物多様性に重大な悪影響を及ぼしているので，計画・工事中を含

め，原則としてダムは建設しません。ただし，すべての代替案を検討し，ダム以外に方法が

ないと客観的に認められ，かつ，住民の社会的合意が得られた場合にはダムを建設すること

になります。 

 

５． おわりに 



 

 

江頭先生の講演の後，活発な討議が行われました。その内容を要約すると，以下のようで

した。 

１） ダムの建設を中止した後，近い将来にダム下流で洪水災害が発生した場合，行政は

責任を問われないか？ 

２） 最初からダムを造らないと決めるのではなく，様々な代替案を検討する過程でダム

建設の是非を問うべきではないか。 

３） 河川環境の変化を適切に評価する方法に関する研究が必要ではないか。 

４） 河川管理の新しい理念はすばらしいと思うが，実現可能だろうか？治水と環境のバ

ランスはとれたとしても，利水と環境保全とのバランスはとれるのか。 

５） 水需要のコントロールは河川法の範疇を越えるのではないか？生活権，生存権に触

れることはないか。 

６） 淀川流域委員会によって示された新しい川づくりの理念は先駆的ですばらしい。他

の河川にも広めてゆくことを期待する。 

 


